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平
成　

年
第
４
回
定
例
会
は　

月
３
日
か
ら　

月　

日
ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
、

２７

１２

１２

２２

市
長
提
出
議
案　

件
、
議
員
提
出
議
案
１
件
、
意
見
書
案　

件
、
請
願　

件
を
審
議

２７

１３

１９

し
ま
し
た
。
議
案
等
の
審
議
結
果
は
４
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

一
般
質
問  
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
２
・
３
面

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
議
案
を
可
決  
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
４
面

議
案
・
請
願
の
審
議
結
果
・
意
見
書
な
ど  
‥
‥
‥
‥
４
面

今 号 の
内容案内

晴天の中、七福神めぐりが今年も開催されました（＝１月９日多門寺にて）
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東
久
留
米
市
都
市
計
画
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は

　

月　

日
の
総
務
委
員
会
で
審

１２

１４

査
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
案
は
、
税
負
担
の

軽
減
を
よ
り
一
層
図
る
と
と
も

に
、
都
市
計
画
事
業
の
計
画
や

進
捗
お
よ
び
充
当
状
況
等
を
勘

案
し
、　

年
度
０
・　

％
の
特

２７

２５

例
税
率
を　

年
度
と　

年
度
分

２８

２９

は
０
・　

％
に
引
き
下
げ
る
よ

２４

う
、
条
例
の
一
部
改
正
を
行
う

も
の
で
す
。

　

委
員
会
で
は
、　

年
度
の
改

２７

正
か
ら
立
て
続
け
に
引
き
下
げ

と
な
っ
た
税
率
の
検
討
経
過
に

つ
い
て
、
市
の
都
市
計
画
事
業

の
計
画
性
と
検
討
状
況
に
つ
い

て
質
疑
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　
　

日
の
本
会
議
で
、
東
久
留

２２
米
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
付
帯
決
議

を
付
し
て
、
賛
成
多
数
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

付
帯
決
議
の
要
旨
は
下
段
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
委
員
会
の
質
疑
か
ら
】

質
問　

都
市
計
画
税
は
都
市

計
画
事
業
に
必
要
な
財
源
を
目

的
税
と
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
に

ご
負
担
い
た
だ
く
も
の
で
あ
る
。

今
後
の
都
市
計
画
税
率
の
在
り

方
に
つ
い
て
の
市
の
考
え
は
。

副
市
長　

従
来
は
３
年
ご
と
に

上
限
税
率
の
見
直
し
を
行
っ
て

き
た
が
、
前
回
は　

年
度
分
の

２７

み
定
め
、
今
回
は
２
年
間
、　
２８

年
度
、　

年
度
の
税
率
を
定
め

２９

る
。
こ
れ
は
都
市
計
画
事
業
の

推
移
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く

か
、
内
部
で
少
し
検
討
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
を

申
し
上
げ
た
結
果
で
あ
る
。

　

今
後
は
、
２
年
の
間
に
、
そ

の
後
の
都
市
計
画
税
の
充
当
事

業
の
見
込
み
を
立
て
な
が
ら
、

税
率
を
決
め
て
い
く
こ
と
に
な

る
と
考
え
る
。

質
問 
下
水
道
、
計
画
道
路
、

駅
周
辺
開
発
等
が
一
段
落
し
た

後
、
こ
れ
ら
の
補
修
・
改
修
事

業
に
都
市
計
画
税
は
充
当
で
き

る
の
か
。

答
弁　

改
め
て
都
市
計
画
法
第

　

条
の
認
可
を
と
る
こ
と
に
よ

５９っ
て
、
都
市
計
画
税
と
し
て
投

入
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
都

市
計
画
運
用
指
針
の
中
に
新
し

く
明
記
さ
れ
た
。

　

東
久
留
米
市
心
身
障
害
者
福

祉
手
当
条
例
は
、　

月　

日
の

１２

１５

厚
生
委
員
会
で
審
査
さ
れ
、　
２２

日
の
本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多

数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
案
は
、
心
身
障
害
者
福
祉

手
当
、
障
害
者
福
祉
手
当
、
難

病
者
福
祉
手
当
、
障
害
者
住
宅

手
当
の
４
つ
の
手
当
を
平
成　
２８

年
８
月
１
日
か
ら
統
合
し
、
名

称
や
支
払
い
時
期
を
一
本
化
し
、

市
民
の
皆
様
に
分
か
り
や
す
い

制
度
を
目
指
す
も
の
で
す
。

　

具
体
的
な
変
更
点
は
、
陰
新

規
申
請
の
対
象
者
を　

歳
未
満

６５

と
す
る
、
隠　

歳
未
満
の
所
得

２０

判
定
対
象
者
を
保
護
者
と
す
る
、

韻
東
京
都
負
担
の
手
当
を
年
齢
、

所
得
制
限
に
よ
り
受
給
で
き
な

い
方
を
対
象
と
し
た
市
負
担
の

月
額
６
７
０
０
円
の
手
当
の
廃

止
、
吋
難
病
者
福
祉
手
当
は
支

給
金
額
を
身
体
障
害
者
３
・
４

級
お
よ
び
愛
の
手
帳
４
度
と
同

額
の
４
千
円
と
す
る
、
右
住
宅

手
当
は
非
課
税
世
帯
へ
の
加
算

扱
い
と
し
、
⑥
支
給
時
期
は
年

３
回
、
４
月
、
８
月
、　

月
と

１２

す
る
も
の
で
す
。
な
お
、
現
在

各
手
当
を
受
給
中
の
方
に
は
経

過
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

質
問 
東
京
都
の
心
身
障
害
者

福
祉
手
当
に
つ
い
て
、
な
ぜ　
６５

歳
を
過
ぎ
る
と
手
当
を
支
給
し

な
い
の
か
。
東
京
都
の
見
解
は
。

答
弁　

東
京
都
は
、
手
当
や
年

金
制
度
な
ど
所
得
の
保
障
は
基

本
的
に
国
の
役
割
で
あ
り
、
同

手
当
の
拡
大
は
行
わ
な
い
と
の

こ
と
で
あ
る
。

質
問 
自
立
支
援
協
議
会
を
は

じ
め
と
し
た
、
障
が
い
者
、
関

係
者
の
意
見
の
聴
取
と
内
容
は
。

答
弁　

平
成　

年　

月　

日
に

２７

１１

２４

開
か
れ
た
地
域
自
立
支
援
協
議

会
に
て
、
議
案
の
提
出
に
つ
い

て
報
告
。
当
事
者
や
御
家
族
か

ら
は
、
施
設
か
ら
地
域
に
戻
る
、

あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で

の
生
活
で
は
、
生
活
費
が
厳
し

い
と
の
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

　

現
在
受
給
し
て
い
る
方
に
つ

い
て
は
経
過
措
置
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
、
ま
た
、
原
則
と
し
て
、

地
域
移
行
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
で
生
活
さ
れ
る
方
は
、

見
直
し
の
影
響
は
な
い
旨
の
説

明
を
行
っ
た
。

質
問 
現
在
実
施
し
て
い
る
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
積
極
的
な

提
供
に
努
め
て
い
く
と
の
こ
と

だ
が
、
具
体
策
は
何
か
。

市
長　

現
在
の
生
活
状
況
を
お

聞
き
す
る
等
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
に
つ
な
が
る
よ
う
、
丁

寧
な
窓
口
対
応
を
行
う
。
ま
た
、

医
療
券
更
新
時
に
実
態
把
握
の

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
う
な
ど
、
難

病
患
者
の
生
活
に
お
け
る
ニ
ー

ズ
調
査
を
行
い
、
今
後
の
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
施
策
の
推
進
、

検
討
に
役
立
て
て
い
き
た
い
。

都
市
計
画
税
率
を
引
き
下

都
市
計
画
税
率
を
引
き
下
げげ

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
を
可

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
を
可
決決

　昨年に引き続き、都市計画税率の改定が提案された。
　都市計画税については特定目的税のため、該当年度の充当事業がなければ、過
充当となり、税率の改定を検討しなければならない。今回の改定により、平成２８
年度は過充当とはならない予定だが、平成２９年度は過充当の恐れがある。
　市の計画には東久留米市長期総合計画・東久留米市都市計画マスタープランが
ある。
　それぞれ１０年間、２０年間の計画であり、東京都の計画に即したものとなってい
る。
　昨年の第４回定例会での議論では、今年度に都市計画事業を洗い出していくと
のことであったが、事業決定に至らなかったために今回の改定に至ったと認識す
る。
　よって、東久留米市議会は以下の項目を提案する。
①都市計画税充当事業の選定および申請を早急に行うこと。
②都市計画税の改定については、固定資産税の評価替えの時期と同じ３年ごとと
なっている。充当事業の認可時期を十分検討し、慎重な改定をすること。
③関係部課からなる検討会を設置して充当事業の選定を行うこと。

議案第７９号東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例
に対する付帯決議（要旨）

－都市計画税・手数料・手当等を改定－

東久留米市
地域資源
マスコット
キャラクター

何が話し
合われたの？

事務手数料の詳細は
広報の特集号に
掲載されています。

　市役所で発行する住民票等の各種証明書類の
発行料金を定める「東久留米市事務手数料条例」
の一部を改正する条例が賛成多数で可決されま
した。東久留米市の事務手数料は平成７年の改
定以降変更されておらず、近隣市と
乖離が見られました。近隣
４市の事務手数料の実態調
査と発行に要する原価を勘
案し見直しを行い、平成２８
年４月１日から各種手数料
が値上げ
となりま
す。


